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産業構造審議会保安分科会ガス安全小委員会（第１１回）議事録 

 

日時：平成２７年６月２９日（月） １５：００～１６：２５ 

場所：経済産業省 本館地下２階 講堂 

議題： 

（１）ガスシステム改革後の保安規制に関する検討について 

（２）規制の整合化等に向けた検討について 

（３）産業構造審議会保安分科会ガス安全小委員会中間報告書（南海トラフ巨大地震、首

都直下地震を踏まえたガス設備の耐性評価と復旧迅速化対策等）のフォローアップ

状況について 

（４）ガス業界におけるサイバーセキュリティ対策について 

（５）その他 

 

 

○大本ガス安全室長  それでは、定刻となりましたので、ただいまから第 11 回産業構造

審議会保安分科会ガス安全小委員会を開催いたします。開催に当たりまして、事務局を代

表して、三木審議官からご挨拶をお願いいたします。 

○三木審議官  皆さん、こんにちは。産業保安担当審議官をしております三木です。 

 本日は、委員の皆様ご多用のところお集まりいただきまして、まことにありがとうござ

います。第 11 回のガス安全小委員会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと

思います。 まず、最初にご報告がございます。電力・ガス・熱供給を合わせましたエネ

ルギーシステム改革法案、今国会で可決成立をいたしました。具体的には衆議院の審議を

経まして、今月 17 日に参議院の本会議で可決成立ということになりまして、先週の 24 日

に改正法が公布されたところでございます。本小委員会におかれましても、ガスシステム

改革後の保安の在り方について、活発に精力的にご審議をいただき、豊田委員長を始め委

員の皆様方のご尽力に、改めまして御礼を申し上げたいと思います。 

 さて、法案が成立いたしましたけれども、これから具体的な制度設計に入ってまいりま

す。実はスケジュールが、再来年がガス小売全面自由化の施行でございまして、タイトな

スケジュールになっております。今国会でも法案審議の中で、保安について大丈夫なのか



 - 2 - 

というご質疑をいただきました。具体的にガス導管事業者、ガス小売事業者などの連携の

あり方等につきまして検討いただくことになります。タイトなスケジュールでございます

けれども、是非審議のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、４月の第 10 回小委員会の時もご紹介申し上げましたけれども、産業保安規制

のスマート化についても本日議題といたします。これは親委員会、この小委員会親部会で

あります保安分科会で、３月に産業保安規制全体をスマート化していくということで、方

向性についてご了承いただいたところでございます。産業保安の水準のさらなる向上を目

指しながら、新しい技術であるとか民間の創意工夫などを取り入れ、スピーディーに柔軟、

効率的、効果的な規制にしていく、賢い規制にしていくというスマート化の取り組みでご

ざいます。この都市ガス分野におきましても、他法令規制との整合化などにつきましてご

審議をいただくこととしております。 

 さらには、本日の小委員会では２つ議題がございまして、１つはガス設備の耐震対策に

ついてでございます。昨年７月に中間報告として取りまとめをいたしました。南海トラフ・

首都直下型地震の被害想定を踏まえた耐性評価と復旧対策について、そのフォローアップ

状況をご報告させていただきます。さらには、もう一つは最近、サイバー攻撃に対する情

報セキュリティ対策の重要性も指摘されております。重要インフラでありますガス供給設

備につきまして、そのセキュリティ対策の実施状況についてもご報告させていただきます。 

 本日も幅広いテーマとなりますけれども、忌憚のないご意見、活発なご審議を是非お願

いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○大本ガス安全室長  ここからの議事進行につきましては、豊田委員長にお願いいたし

ます。 

○豊田委員長  それでは、これから第 11 回目のガス安全小委員会を開催させていただき

ます。本日はお集まりいただきまして、どうもありがとうございました。 

 先ほど審議官からお話がございましたように、本日４つの話題に関してご議論、ご報告

させていただくことになっております。効率よく進めたいと思いますので、皆様方のご尽

力をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 それでは、まず、事務局より資料等のご説明をお願い申し上げます。 

○大本ガス安全室長  本日は小委員会の定足数に達しておりますことをご報告いたしま

す。また、資料配付のご確認をお願いいたします。最初に座席表、議事次第、配付資料一

覧、その後に資料１から５までと、参考資料１と２がついてございます。配付資料に不備
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等がございましたら、事務局までお知らせいただければと思います。 

○豊田委員長  ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 それでは、早速ですが、議事に入らせていただきます。まず、議題１の「ガスシステム

改革後の保安規制に関する検討について」ということで、事務局よりご説明をお願いいた

します。 

○大本ガス安全室長  資料２と、後ほど参考資料２を用いて説明したいと思います。ま

ず、資料２をご覧いただければと思います。ガスシステム改革後の保安規制に関する検討

でございます。 

 １.の検討の背景でございます。昨年６月から当小委員会で議論を進めてきたところでご

ざいますけれども、この方向性につきましては、昨年 12 月にご審議いただいた後にパブリ

ックコメントを経て、本年の２月に取りまとめを行っております。これを受けて、この内

容に即して本年６月に成立した「電気事業法等の一部を改正する等の法律」の改正におい

ても、この保安規制についての改正を行っているところでございます。本報告書につきま

しては、大規模災害時のガス事業者間の連携・協力、また自主保安確保の今後の検討課題

としており、今後詳細な設計を行う必要があるとしております。 

 この下の真ん中の表につきましては、昨年来整理させてもらった保安義務と責任主体と

いうことで、左側が保安義務で、緊急保安、内管の漏えい検査については責任主体として

ガス導管事業者、消費機器の調査・危険発生防止周知についてはガス小売事業者となって

おります。 

 それでは、参考資料２をご覧いただければと思います。一番後ろに配付されている資料

になります。タイトルとして同じ資料がついております。パワーポイントの資料の１ペー

ジ目の下側をご覧いただければと思います。タイトルとして、①のガス導管事業者という

資料でございます。ガス導管事業者につきましては、保安確保の要ということで、この分

野については自由化せず、総括原価方式を維持し、技術基準適合維持義務の保安規制を維

持ということになってございます。 

 この表の真ん中でございますが、左側が現行。これまでの一般ガス事業者が、この右側

の全面自由化後にガス栓のところまで、ガス工作物ですけれども、ガス導管事業者。この

右側にガス小売事業者を書いてございます。ここが消費機器等の責任になります。 

 また、下をご覧いただければと思いますが、ガス工作物所有者の責務規定の概要でござ

います。今回ガス工作物については、引き続きガス事業者が保安責任を担う整理となった
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ところでございますけれども、一方で、ガス所有者についている責務規定を新たに設けて

いるところでございます。 

 ①としてガス工作物所有者につきましては、その保安業務に協力するよう努めなければ

ならないとしております。仮にガス工作物に関して、技術基準に適合しないということで

適合命令が発出された場合には、今度はガス事業者の保安業務に協力しなければならない。

さらに、その保安業務に協力しない場合とか、公共の安全上特に重要なガス工作物である

場合、この場合について協力しない場合については、経産大臣による協力勧告というスキ

ームを新たに設けているところでございます。 

 次に２ページ目をご覧いただければと思います。上の部分になります。タイトルとして

は②のガス小売事業者になります。先ほども申し上げましたけれども、消費機器の調査・

危険発生防止周知については、ガス小売事業者が担うことになりました。これについては

「保安業務規程」を届出するということで、経済産業省がその内容を確認することになり

ます。 

 ３．で、今後とも、法令に基づかない「自主保安」活動を促進するということで、「自主

保安」活動の見える化、また、ベストプラクティスの共有等、今後この小委員会で検討す

ることにしております。この保安業務規程については、下の表に書いてございますが、こ

の保安業務規程の記載事項について今後の検討と、右側に自主保安活動とで、これは例で

書いてございますけれども、ガスの開栓時（供給開始時）の調査・周知とか、その法定対

象以外の消費機器の調査などを行っているところでございます。 

 ３ページ目をご覧いただければと思います。ガス事業における保安の確保・事業者間連

携で、災害時における的確な初動対応、また早期の復旧のために、ガス導管事業者と新規

参入者を含むガス小売業者が、それぞれの業務の役割の垣根を越えて協働する体制の構築

が重要ということで、今回、全てのガス事業者に対して連携・協力の義務を法定している

ところでございます。今後その連携・協力に係るガイドラインを整備していく。これを整

備した上で、託送供給約款等で担保していくことにしております。 

 下のところで左側と右側に、今後の検討というところでございますが、そのイメージを

書いているところでございます。 

 ５ページ目以降は、それに関連する条文をつけさせていただいております。説明は省略

させていただきます。 

 戻っていただいて、資料２の２．をご覧いただければと思います。主要検討事項を４つ
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挙げております。（1）のガス事業者間の連携・協力の在り方でございます。通常時だけで

なく大規模災害発生時も含めた、ガス小売事業者・ガス導管事業者との連携・協力の在り

方について、両事業者の役割分担を明確化し、消費機器情報の共有や災害時に備えた訓練

など、求められる連携・協力の具体的内容を検討する。さらに、両事業者の役割や連携・

協力の内容を示すガイドラインを作成するとともに、託送供給約款や保安業務規程など連

携・協力の実施を担保するために必要な措置について検討を行うとしております。 

 続いて、２ページ目の（2）をご覧いただければと思います。消費機器調査・危険発生防

止周知の在り方でございます。ガス小売事業者が行う調査・周知の適切な実施を確保する

ため、社内責任体制や調査従事者への保安教育など、ガス小売事業者に求められる実施体

制について具体的な検討を行う。さらに、ガス小売事業者の作成する保安業務規程の記載

事項についても検討を行う。 

 また、需要家が契約先を変更した場合には、新たに契約するガス小売事業者が消費機器

調査等を行うことになるため、前回の結果に関する事業者間の情報引き継ぎの在り方につ

いて、その情報活用を含めて、具体的な検討を行うとしております。 

 （3）の「自主保安」につきましては、今後も自由化後においても、ガス事業者が継続し

て取り組み、レベルアップを図っていくことが重要ということで、例えばベストプラクテ

ィス事例の横展開など、必要な措置について検討する。また、ガス事業者による需要家保

安の取り組みについて、需要家の理解を深めるようにするため、実態調査等による自主保

安活動の「見える化」や表彰といった仕組みについても検討を行う。また、保安確保のた

めに、ガス事業者によって確実に実施することが特に求められる取り組みについては、義

務化することも視野に検討を進めるとしております。 

 最後、（4）のその他の検討項目ということで、事業類型の変更に伴う「ガス安全高度化

計画」の必要な見直しとか、先ほど申し上げました内管所有者の責務規定について勧告対

象となる「公共の安全確保上特に重要なガス工作物」の明確化など、全面自由化後におい

て保安の確保を図るために必要な事項について、検討を行うとしております。 

 ３．の検討の進め方でございますけれども、ガス安全小委員会の下に、「ガスシステム改

革保安対策ＷＧ（仮称）」というワーキングを設置し、専門家の協力を得ながら検討を行う

こととしてはどうか。また、必要に応じてメンバー外からの意見を聴取してはどうかとい

うことでございます。 

 メンバーにつきましては、次のページに別紙で委員構成を示してございます。座長には
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倉渕委員、また、委員として赤穂委員、三浦委員、安田委員、吉川委員、専門委員として

一般社団法人全国ＬＰガス協会・内倉保安部長、一般社団法人日本ガス協会・金子部長、

一般社団法人日本コミュニティーガス協会・杉森部長、電気事業連合会・早田部長という

ことで４名、計９名を挙げさせていただいております。 

 ４．としてスケジュールでございますが、本年７月以降にＷＧを設置して検討を開始し、

年内に中間的整理を行うとともに、来年春を目途に取りまとめを行うこととしてはどうか

とさせていただいているところでございます。以上でございます。 

○豊田委員長  どうもありがとうございました。昨年度ご議論いただきまして、大きな 

方向性は決まったわけですが、これから法令化に伴いまして、具体的な課題、制度設計を 

詰めていっていただく必要がございます。そういう意味で本日 

４つの論点を提案いただき、またその検討の進め方に関してご提案を賜っております。こ 

れからこの件に関しまして、特に議論すべき内容とか、進め方に関してご意見賜りたいと 

思います。いつものように、ご発言いただくときはネームプレートを立てていただければ 

と思います。辻委員、どうぞ。 

○辻委員  全国ガスの辻でございます。ガスシステム改革後の保安規制の詳細検討に当

たり、今後の進め方という観点で大きく２点、意見を述べさせていただきます。 

 １点目は、現場実態を踏まえた詳細設計と準備期間の確保のお願いでございます。ガス

事業法改正を受け、働く者の不安は個別具体的なものに変わってきており、これからの検

討が大切であると認識しております。主要検討事項として挙げられている内容は、いずれ

も重要であり、それ以外にも詰めるべき課題があると思います。個々の業務に直接的に影

響することから、今回設置されるワーキンググループにおいても、現場最前線で働く者の

声を十分考慮していただくようお願いいたします。 

 また、詳細制度が整理された後には、中小も含め各事業者の仕組みに練り込んでいく実

務上の作業が必要となります。あわせて、新たな保安業務の役割区分や関係事業者間の連

携策などについて、現場の隅々に理解、浸透させるためには相応の期間が必要であります。

まずは目前に控えている小売全面自由化後においても、お客様の安心・安全をしっかり守

り、ご迷惑をおかけしないために十分な準備期間を確保いただくようお願いいたします。 

 大きな２点目は、丁寧な検証を行っていただきたいということであります。今回の改正

法には検証規定が盛り込まれております。システム改革を進めるに当たり、働く者として

最も懸念している保安・災害時対応への影響も含め、実効性ある検証を行うことが重要で
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あると認識しております。システム改革の最終的な目的は、お客様、社会の総合的な利益

増大にあり、改革の十分な検証なくして成功はないと捉えております。新たな保安規制に

基づくさまざまな制度や仕組みが本当に機能するのかどうか、お客様の目線で見た場合に

課題はないのかといった視点から、スケジュールありきではなく、丁寧な検証を行ってい

ただくようお願いいたします。以上でございます。 

○豊田委員長  どうもありがとうございました。進め方に際して重要なポイントのご指

摘をいただいております。ワーキンググループでも十分配慮していただければと思います。 

 それでは、冨田委員。 

○冨田委員  ありがとうございます。ガス協会の冨田です。 

 以前この小委員会の中で、「神は細部に宿る」という言葉は、保安にも当てはまるのでは

ないかということを申し上げたことがございました。法律は成立いたしましたけれども、

新しい制度のもとで保安レベルを維持・向上するには、詳細な制度設計が非常に重要だと

認識しております。是非とも現場実態に即した、丁寧な議論をお願いしたいと思います。

また、今、辻委員からのご発言にもありましたけれども、ルールが具体的に決まればそれ

で終わりということではなく、そのルールが実行されるには現場第一線の実務、すなわち

人の行動に落とし込む必要がございます。それにはそれなりの時間がかかることについて

もご留意いただきたいと思います。以上です。 

○豊田委員長  どうもありがとうございました。非常に重要なご指摘を賜っております。

これからのワーキングの役割は大変だなという気持ちもしてまいりましたが、非常に重要

なポイントで今後ご配慮をお願いします。織委員、どうぞ。 

○織委員  細部にわたる本当に細かい実行について決めなければならないので、これか

ら本当に大変だと思いますので、ワーキングの皆さん方に本当に頑張っていただきたいと

思いつつ、企業間の合併でも、実際カルチャーが違うためにいろいろな齟齬が出てきて、

何か大枠を決めて実際にその中で違う業態の方たちが一緒に動くというのは、多分決めれ

ば動くというわけではなくて、先ほどどなたかもおっしゃったように、やっているうちに

いろいろ出てくるかと思うのです。ですから、きっちり決めることも重要なのですけれど

も、ある部分少し緩やかに、チェックしながらまた直していくという柔軟性を少しどこか

でもたせていただかないと、逆にカルチャーが違うところがきっちりきっちり決め過ぎて

いるとうまくいかないこともあるかと思います。 

 多分皆さん今すごく不安だから、かっちり決めていきたいということもあるかと思いま
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すが、やはり状況に応じていろいろなことが変わってくるということも少し考慮に入れな

がら、ちょっと幅といいますか、そういったものも少し。ただ、常に基本原則に返るので

はなくて、何のためにこれを一緒にさせたのか、何の保安をやっていくのか、そこの基本

原則に返りながら解釈の裁量の幅というものを少し認めていただくような形で進めていた

だければなという希望をもっております。よろしくお願いいたします。 

○豊田委員長  どうもありがとうございました。三浦委員どうぞ。 

○三浦委員  ありがとうございます。三浦です。ワーキングでプレッシャーもあるので

すが。また私の立場ですと非常に枝葉の話で恐縮なのですが、今まさしく織委員がおっし

ゃったとおり、まだわからない部分があるので、柔軟性をもちながら、みんなでその場そ

の場できちんと検討して進めていくことが重要だと思っています。私的な話で恐縮ですが、

たまたま今回自宅がガス設備定期点検、保安点検の年に当たりまして、それで先週、点検

していただいたのです。そこで素晴らしいなと思ったのは、こうして仕事していると平日

はまず無理なわけです。点検のお知らせカードが入ってきていて、きっとああいうのは無

視する人もいるのだろうなと思いながらもお電話をすると、日曜日は出来ないけど土曜日

はやっていますからどうでしょうかという形で、２週間延ばしてもらい、土曜日の夕方と

言ったら、本当に土曜日の６時過ぎですけれども来ていただいて、いろいろなところを点

検していただいて、ご注意やいろいろ教えていただいて、ああやっぱり人なのだなと。マ

ンツーマンできちんと点検していただいて思いました。そして、全く初めて聞く方とか、

何度聞いても例えばマイコンメーターの戻しが分からないとか、いろいろな方がいらっし

ゃると思いますが、やはり人の説明というのはすごく大事ですし、実際にいらしていただ

くことで、そのご家庭のこともガス会社の方もわかると思うのです。だから、いかなる事

業者さんに消費者が変更したとしても、是非この対面の定期点検だけは手を抜かずにしっ

かりやっていただけたらいいなと本当に一消費者として実感しました。ガスライフ快適読

本もいただいたので、しっかり読まなければと思いました。そういう気持ちを非常に強く

持ったので、どんな事業者さんが入られても、安全確保に関してはしっかりやっていただ

くことが消費者の安心につながるというのを実感しましたので、よろしくお願いしたいと

思います。 

○豊田委員長 どうもありがとうございました。具体的な実例のお話を賜りました。保安

とは何かということ、本質な問題に絡んでいるのだろうと思います。 

 要は時間がきてタイムリミットがあるということと、新しい制度が施行されて、組織の
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違う者が一つになってとか、1 つの組織を２つに分けてとか、という点の難しさに関して

ご指摘を賜りました。そういう点も踏まえて、かつ柔軟に対応すべきということでしょう

か。このような相反する要求が出ておりますが、この辺も踏まえましてワーキングでご検

討頂きたく、倉渕先生どうぞよろしくお願い申し上げます。今もご指摘ありましたように、

中間報告も小委員会にしていただけるということですので、またまとめのいろいろな段階

で皆様方からもご意見を賜り、よりよい制度になるように進めていっていただければと思

いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、１番目の議題は以上で終わらせていただきます。 

 それでは、議題の２ですが、「規制の整合化等に向けた検討について」ということで、事

務局よりお話をお願いいたします。 

○大本ガス安全室長  それでは、資料３をご覧いただければと思います。規制の整合化

等に向けた検討についてというタイトルでございます。 

 １．の既存規制の見直し（規制・制度間の整合化等）についてでございます。このガス

事業法、液石法などについて、類似しているものもございますし、実態面としてさまざま

な相違点も存在してございます。一方、適用法令に関係なく同一仕様の機器が、そのまま

使用されている例もございます。そのため、保安規制のうち、技術的に同じ評価が可能な

ものについては、可能な限り整合化を図ることが重要ということで、点線に書いてある①

から③のステップで、その整合化に取り組むこととするということで記載しております。 

 ①が保安規制の比較検討調査ということで、これまでの各法令に関する課題を取りまと

める。②は詳細調査ということで、ガス事業者等を対象に、ヒアリングを行うなど詳細な

検討を行う。③はその整合化に向けた取りまとめということで、①、②を踏まえ、整合化

等に向けた方向性、取りまとめを行うという３つのステップを指していることを記載して

おります。 

 ２．で、１つ目のステップとして、保安規制の比較でございます。 

 ２ページ目をご覧いただければと思います。２ページ目の周知・調査等の頻度のところ

でございます。ガス事業法における周知頻度については「３年」、また、消費機器調査につ

いては原則「40 カ月以上」の頻度で行うこととなっている。他方、ＬＰの周知については

「２年」、また、設備の点検・調査については原則「４年に１回以上」という頻度にされて

いるということで、ここについての差異が存在しているというところでございます。 

 この見直し案のところでございますが、消費機器・内管漏えい検査等で「４年に１回以
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上」、また「40 カ月に１回以上」とされている頻度について、液石法の「４年に１回以上」

であっても、保安上の支障は特段生じないと考えられるため、ガス事業法においても、頻

度を「４年に１回以上」に整合化してはどうかとしております。 

 また、液石法では、その調査・検査を行う４年の半期、また２年ごとに調査を実施する

ことで、保安確保に万全を期すこととしております。ガス事業法においても、この「４年

に１回以上」に整合化する場合には、周知頻度についても「２年に１回以上」に整合化し

てはどうかとしております。なお、液石法では、今の周知・調査について、４年内に確実

に終了するということで、これを行うことにより前倒しで調査を行っている実態がござい

ます。 

 一方、ガス事業法においては、「40 カ月に１回」ということで、実質３年で前倒しせず

に行うことが可能ということで、この整合化の際には、例えば起点となる日付で、その前

３カ月とか、その後ろ１カ月を超えない時期に行っても、その起点した日に行ったものと

して差し支えないような運用を行うなど、この日程が前倒しとならないような措置をした

らどうかさせていただいているところでございます。 

 （2）のその他の調査ということで、これは今回調査・周知の話をさせてもらいましたが、

保安距離に関する規制など、その他の事項についても課題抽出を行い、また整合化の検討

を進めていく予定でございます。 

 ３．の今後のスケジュールということで、今後、事業者に対するアンケート、ヒアリン

グ等を行って、年度内を目途に取りまとめをさせてもらえばと思っているところでござい

ます。 

 続いて、参考資料をご覧いただければと思います。６月 19 日に既存規制の見直しという

資料を添付させていただきました。このステップについては同じ形になっているところで

ございますけれども、めくって３ページ目に相違点がございます。液石法の小委員会につ

いては、左側の液石法の調査については、不在時の対応として、調査ができるまで実施し

不在時対応の規定がない。片や液石法については、３回以上不在の場合は、調査拒否とし

て取り扱うような運用をしているところでございます。また、ガス事業法では不在者を行

政に報告する一方で、液石法はそのような方式になっていないということで、液化石油ガ

ス小委員会では、ガス事業法に合わせて、３回以上不在の場合には調査拒否として取り扱

う、また、不在者数を行政に報告するということをご審議いただいているところでござい

ます。 
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 ②は、先ほど申し上げたところを記載した表になっておりまして、ガス事業法では、周

知のところで、毎年というところとか１年にというところは、不完全燃焼防止がついてい

ないようなもの、これは特に変えるつもりはないのですが、この左側に書いている３年、

２年ということを、液石法の２年の方に合わせたらどうかということ。調査の下の方につ

いては、ガス事業法で消費機器 40 カ月というところがありますが、その左側の４年に１回

以上ということで、内管の話も含めて 40 カ月を４年にということで記載しているところで

ございます。 

 すみません、資料３のところでございますけれども、何か途中で切れたような形になっ

ております。実は３ページ目が本当は、資料３の参考資料の２ページ目の３．の「ヒアリ

ングを開始する。さらに、」という文言が、同じ趣旨が本当はあるのですけれども、それが

なくなっております。そこに関しては、参考資料の２ページ目の３．の２行目の「さらに、

必要に応じて、」というところから切れていて、「取りまとめを行う。」、ここと同じご趣旨

のものが本当は記載される予定だったのですが、途中で切れておりまして、この場を借り

てお詫び申し上げます。基本的にはそこの取りまとめを行うという趣旨に関しては、同じ

ような趣旨があるということでございます。以上でございます。 

○豊田委員長  どうもありがとうございました。 

 これまでにも議論になっています規制の整合化についてご説明いただきましたが、今ご

説明のありました方向性に関してご意見がございましたら、お願いします。梅村先生。 

○梅村委員  室長に説明していただいたのですけれども、確認です。ガス事業法の３年

度に１回以上、それから 40 カ月に１回以上というのがわかりやすいです。例えば年度があ

って３年度、余裕をもって 40 カ月と、多分なっているかと思うのです。一方、液化石油ガ

スのほうは４年に１回以上となっています。これは年度をあらわしているのか、あるいは

実施してから４年間をあらわしているのか、そこがよくわからないです。それは一応確認

をお願いします。 

○大本ガス安全室長  液石法については、年度はではなくて、実施を行ってから２年以

内ということになっておりますので、ここについては液石法の考え方に合わせて、今の４

年、２年にしたらどうかというご提案をしているところでございます。ただし、単に年を

合わせるだけではなくて、今なお書きで申し上げました、不在時に何回も行かなければい

けないケースもございますので、幅をもたした形で、例えば基準日に前３カ月、後１か月。

ここは例えばにさせてもらっていますが、ある４か月の幅をもたしてその間に行けば、そ
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の基準の日に行ったことにしてはどうか。それを今回都市ガスとＬＰガスとあわせて規定

を設けたらどうかということで提案させていただいているところでございます。 

○豊田委員長 基本的には年度というのをやめるということですね。 

○大本ガス安全室長 はい。 

○豊田委員長  その期間が適切かどうかは今後詳しく検討いただくわけですが、年度と

いうのは非常に曖昧ですよね、４月で、次は３月にやってもいいわけですから、年度でい

きますと丸１年猶予があるような形になりますね。大河内委員、どうぞ。 

○大河内委員  その規制の方向性のことではないので申し訳ないのですけれども、調査

における不在時対応のところなのですが、ガス事業法で、３回以上不在の場合は調査拒否

という取り扱い、今までそういうふうになっていたのだろうと思うのですけれども、この

調査拒否のところで実際の事故があったのかとか、そういうようなデータはとっていらっ

しゃるのでしょうか。 

○豊田委員長  冨田委員、その件も含めましてご発言いただけたらと思います。 

○冨田委員  すみません、今のご質問が聞き取りにくかったのですけれども。 

○豊田委員長  調査拒否というところで、事故などが起こった事例はあるのかというこ

とですね。 

○冨田委員  直接的にそういうふうなリンクは聞いていません。今後調べて新たなデー

タなり知見がありましたら、ご報告差し上げたいと思います。 

○豊田委員長  それでは調査いただくということで。どうぞ。 

○冨田委員  都市ガス事業の歴史を考えてみると、明治の初めだと思いますけれども、

横浜でガス灯向けの燃料供給というのが最初だったかと思います。それが約 140 年前とい

うことです。私が会社へ入ったときも、会社では都市ガスとして石炭から乾留したガスを

送っているということをやっていました。すなわちＣＯ、一酸化炭素ですね、そういう成

分をもったガスをお送りしていたということでございます。日本全体の都市ガスからこの

ＣＯが全くなくなったのは、わずか５年前でございます。一方、ＬＰガスの方はＣＯをも

ともと含んでいないわけですけれども、都市ガスとで保安規制が異なっていたということ

は、こういった歴史的な背景があるのかなと思います。 

 ただ、現在の都市ガスにはＣＯを含んでおりませんし、ＬＰガスとの違いは、単位体積

当たりの発熱量と、空気より重いか軽いかという違いではないかと思います。同じ可燃性

ガスでございますので、その供給・利用に係る保安規制を整合化すべきとの考え方はよく
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理解できるところでございます。ただ、整合化の検討に当たっては実務と、それからお客

様の利便性に配慮してご検討いただければと思います。 

○豊田委員長  どうもありがとうございました。ほかにご意見はございますでしょうか。 

 特にないようですので、整合化に関して資料３に基づいたような形で進めさせていただ

くということで、さらに詳細のご検討いただいて、次回には成案を出していただくという

方向で進めさせていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。 

 それでは次の議題でございます、既に南海トラフと首都直下地震を踏まえたガス設備の

耐性評価と復旧迅速化対策等に関しまして、既に中間報告が出ているところでございます

が、このフォローアップ状況に関して事務局からご説明をお願いいたします。 

○大本ガス安全室長  資料 4-1 をご覧いただければと思います。１．の検討の経緯でご

ざいますが、昨年、ガス安全小委員会で、南海トラフ巨大地震、首都直下地震を踏まえた

ガス設備の耐性評価と復旧迅速化対策について、ガス業界が行った評価について検討を行

い、これまで行ってきた取り組みに対する評価と今後講ずるべき対応について、昨年７月

14 日に開催した第６回の小委員会において、中間報告として取りまとめているところでご

ざいます。 

 これにつきましては中間報告書の中で、３社について基本的に耐性評価について妥当性

があることを確認しましたが、東京ガスの１製造所で震度７に該当するところがあるとい

うことで、引き続き、詳細な検討を行うこととしてございます。また、復旧対策について、

これも基本的に妥当性があることを確認しておりましたが、引き続き具体的な検討を行う

ということで課題を大きく９つ挙げておるところでございます。 

 今回のフォローアップにつきましては、９つの課題の取り組み状況について取りまとめ

たところでございます。その検討結果につきまして、資料 4-2 に基づいて冨田委員からご

説明をお願いできればと思います。 

○冨田委員  ありがとうございます。それでは、私のほうから資料 4-2 を使ってご説明

したいと思います。今、大本室長から経緯についてもお話がありましたけれども、少し詳

しくどういうことだったかということを振り返ることから始めたいと思います。 

 南海トラフ巨大地震と首都直下の地震について、平成 25 年に中央防災会議から被害想定

が発表されました。それを受けて平成 26 年２月 26 日、第３回のガス安全小委員会におい

て、「既設のガス工作物」の健全性について確認する。当該ガス工作物の復旧期間及び復旧

迅速化対策について検討を行うということで、結果をこの小委員会に提出して評価・判断
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するという、いわばガス業界に対する宿題が出されたというのが 26 年２月でございました。 

 これを受けて、６月９日の第４回安全小委員会において、大手３社の「ＬＮＧタンク・

ＬＮＧ気化器・高圧ガス導管・球形ガスホルダー」の耐性があるかどうかについて検討を

行った結果をご報告差し上げているということでございます。 

 次のページをご覧いただければと思います。この評価対象設備の４つの設備ですけれど

も、どういったものかをポンチ絵で書かせていただいております。 

 報告しました内容につきましては、これまでの地震・防災対策の取り組みについて、そ

れから南海トラフ・首都直下地震の耐性評価ということで、製造設備と供給設備に分けて

ご報告を申し上げております。それから、３番目として復旧期間及び復旧迅速化対策につ

いてということでございました。この報告させていただいた内容を踏まえて、昨年７月、

第６回の安全小委員会において中間報告が取りまとめられております。 

 全体としての評価でございますけれども、「地震動及び津波に対する事業者による評価基

準及び評価結果は、基本的に妥当性があることを確認した。」という評価をいただいておる

ところでございます。ただ、幾つか宿題が残っております。地震動に関する宿題は、そこ

に２つ書いてありますが、後ほども出てきますので省略させていただきます。 

 ６月の時点で報告させていただいた一部ですが、スライドの５と６、これは製造設備に

ついての報告でございます。中身については省略させていただきます。 

 次にスライドの７をご覧いただきたいと思います。先ほど室長のほうからもお話があり

ましたように、中間報告においてまだ課題がありますね、というふうに指摘されました９

つの課題でございます。それぞれ一つずつ、どういう対応をとってきているかということ

について順番にご報告を差し上げたいと思います。スライドの９をご覧いただきたいと思

います。 

 ①番目の課題です。製造設備の重要度に応じた現行の耐震基準への適合状況の確認とい

うことです。中間報告のときには、大手３社について報告させていただいたわけですが、

それ以外の事業者を含めて、製造設備の重要度に応じて現行の耐震基準に合致しているか

否かについて確認するという宿題でございました。 

 取り組みの状況でございますけれども、高圧ガス保安法に基づいて出された通達にのっ

とって、全事業者に対して調査をいたしました。現行の耐震基準に合致している、適合し

ているということを確認しております。具体的な対象設備としては、「特定事業所かつ重要

度Ⅰａの設備」であって、それは具体的にどういうものかというのは、下に参考として「特
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定事業所」の定義、それから「重要度Ⅰａ」の定義、これを小さい字で恐縮ですが書かせ

ていただいていますが、それらが現行の耐震基準に合っているかどうかをチェックした結

果、中小を含む３事業者の計 12 基のＬＮＧ貯槽、それからＬＰＧ貯槽が該当しておりまし

て、これが現行の基準にも適応していることを確認しているということです。 

 次にスライドの 10 番、課題の②でございます。液状化の基準制定前の設備について、液

状化に留意した対策ということでございます。ガス業界では、製造設備及び供給設備に関

して、液状化に関する基準を 2001 年に出しております。この基準にのっとって今では設計

及び施工について対策をとっているわけですけれども、基準以前に設置された設備を含め

て今後も液状化に留意した対策を実施していく必要があるのではないかという課題でござ

いました。 

 取り組み状況でございますが、以下に述べますように、液状化に留意した設計及び施工

が基準前に設置されたものについても確認しているということです。まずＬＮＧのタンク

でございますが、大手３社については全基 74 基について確認いたしました。それから３社

以外でございますが、タンクの種類が全部で６つありますが、その６つそれぞれについて、

古いものについて代表基としてチェックした。それらについても確認がとれているという

ことでございます。 

 それからＬＮＧの気化器、ＯＲＶという海水をかけてＬＮＧを気化する機械ですが、大

手３社については 60 基全部について確認しております。それから３社以外ですと、これに

該当する機器が２基でございますので、これを２つとも確認しているということです。 

 それから、球形ガスホルダーでございますけれども、大手３社については 81 基全部につ

いて確認しております。それから３社以外ですが、想定地震動が震度７を受けるような施

設 19 基について確認しております。 

 それから、高圧ガス導管ですが、大手３社については全路線について、また３社以外に

ついても、全部について確認しているということでございます。 

 次にスライドの 11 をご覧いただきたいと思います。③番目の課題です。首都直下地震で

震度７となる１カ所の製造所の詳細解析でございます。製造設備（ＬＮＧタンク、ＬＮＧ

気化器）のうち、首都直下地震の想定地震動が震度７に該当するのが、東京ガス工場にお

けるＡ工場が該当することがわかっております。これについては事業者が今後詳細な耐性

評価を行うことで、その結果どういうふうに対策をとればいいかということについて検討

すべきということでございました。 
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 取り組みの状況でございますが、この詳細な解析には地震の波形データが必要でござい

ます。波形データについては、内閣府からこの波形データを公表するということがいわれ

ているわけですけれども、まだ公表がされておりません。したがって、内閣府から波形デ

ータが出次第、解析に当たることを考えているところでございます。 

 次にスライドの 12 番、課題の④でございます。震度７の供給設備の調査ということです。

具体的には、想定加速度がどのくらいになるかということについてです。供給設備として

は、球形ガスホルダー、高圧ガス導管ということがあるわけですが、想定地震動が７に該

当する設備があるわけで、震度階７というのは非常に幅が大きいということで、今後その

場所における調査、想定加速度を調べる必要があるのではないかという課題でございまし

た。これにつきましても、首都直下地震における波形データがまだ出ていないということ

で出次第、検討してご報告差し上げたいと思っております。 

 次にスライドの 13 です。⑤番目の課題です。中央防災会議の想定をベースとした地方自

治体独自想定への考慮ということでございます。想定される浸水に対して製造・供給設備

は十分な耐性を有している、要求性能を満足していると確認したわけですけれども、自治

体によっては中央防災会議の想定をベースに独自の被害想定を公表している場合がござい

ます。これについても、必要に応じて考慮すべきではないかという課題でございました。

これについては昨年の７月、中間報告が取りまとめられた以降、考慮すべき新たな津波想

定は公表されていないということで、今後地方自治体からこういう想定が出された場合に

は、どう対応するかということを検討してまいりたいと思っております。 

 次にスライドの 14、課題の⑥でございます。ＬＮＧ気化器等の円滑な広域融通の検討と

推進ということでございます。課題の内容は、大規模災害時における都市ガスの早期復旧

において、ＬＮＧ気化器等の円滑な広域融通を行い、早期に製造を再開することが有効だ

ということです。このため、広域融通に係る検討及び推進を行うことが重要だというご指

摘でございました。 

 写真をご覧いただきたいと思いますが、東日本大震災のときの広域融通の例でございま

す。ＬＮＧタンクローリー車で液をもってきますが、これはもってくることが仮にできた

としても、それを気化してガス供給を行う。そのための気化器、真ん中の上の方に四角い

パイプが連なっている塔がございます。これが気化器でございます。これをどこかから調

達してこないといけないということです。これの広域融通という考え方について取り組み

をしているということです。 
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 取り組み状況ですけれども、昨年の 12 月以降、災害時にＬＮＧ気化器を業界内で広域融

通し、臨時の製造設備によるガス供給を行う仕組みを構築、運用を開始してございます。

具体的な対応方法としては、「ＬＮＧ気化器の広域融通・臨時製造要領」というのを新たに

作成しまして、地方説明会にて各事業者に説明しております。今年の２月、３月です。広

域融通の仕組みを着実に整備している状況にあります。加えて、前回このガス安全小委員

会において、臨時の製造設備にかかわる法令改正についてご審議をいただいております。

使用前検査の免除等、こういった法令面における整備も着々と進んでいるということでご

ざいます。 

 次にスライドの 15 をご覧ください。課題の⑦事業者が取り組んだ対策事例の共有化でご

ざいます。対策事例が他社に参考になるものということで、業界内で共有するなど、自主

保安の向上に役立てていくことが重要であるというご指摘でありました。 

 取り組みの状況でございますけれども、ガス事業者への説明会を通じた新たな知見の周

知、ガス業界内の各種会合を通じて情報共有を図るといった自主保安の向上に努めており

ます。 

 それから、スライドの 16 をご覧いただきたいと思います。これは「ＬＮＧ受入基地設備

指針」、右側に写真がありますが、ここに、津波対策に関する記載の改訂を行っております。

地方説明会において各事業者に説明しております。情報の共有化の例ということでござい

ます。 

 具体的にどういうことかといいますと、写真をご覧いただきたいと思いますが、津波対

策として、特に重要な電気設備に水が入ると復旧も非常に大変だし、ガス供給も滞ること

になりますので、水が入らないようにという対策でございます。上の写真の左側ですが、

扉は水が入らないような扉に変えるということ。それから上の右側は、開口部、例えば換

気の窓みたいなものですが、場所を上のほうに上げて、できるだけ津波にも耐えられるよ

うにすること。それから下の写真の左側ですが、ケーブルが電気設備に入り込むわけです

が、そのケーブルのダクトを通じて水が入り込まないように水密性を確保するということ。

それから下の写真の右側ですが、機器を置く場所、機械室の中ですが、レベルを上げて、

床を上げて対策を施す。こういった対策を指針の中に織り込んで、実際に実施されている

写真をご説明させていただきました。 

 それから、先ほどの課題⑥で申し上げました「ＬＮＧ気化器の広域融通・臨時製造要領」

も、対策の共有化の例になるということで掲載させていただいております。 
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 次にスライドの 17 でございます。課題の⑧復旧作業員、要員の確保、出動が可能か、定

期的に検討ということでございます。各設備の復旧に要する請負工事作業員及びスタッフ

要員の確保について、実際の災害時を想定した場合の要員確保、それと復旧に係る出動が

可能か否か等について、定期的に検討を行う必要があるというご指摘でございました。 

 これについても、請負工事作業員及びスタッフ要員の確保について、各事業者の防災訓

練などを通じて、適宜確認をしております。大体年に１回というところが多いかと思いま

す。 

 下に掲載させていただいた写真は、事業者における防災訓練の様子で、写真は対策本部

会議の状況でございます。写真はございませんけれども、現場での対応、あるいは現場と

本部の間の連絡体制について確認しているということでございます。 

 次にスライドの 18、課題の⑨でございます。災害時に優先的に復旧すべき社会的重要度

の高い施設を定期的に確認すること。実情に考慮した上、各事業者にてあらかじめ検討し

ておくこと、こういった内容でございます。 

 取り組みの状況でございますが、災害時に優先的に復旧すべき社会的重要度の高い施設

については、例えば病院であるとか役所、それから避難所などが該当するかと思います。

各事業者で防災訓練などの機会を通じて定期的に確認するなど、復旧迅速化の対策につい

てあらかじめ検討しております。 

 写真は、復旧訓練の例でございます。供給を停止したエリアにおいて、その復旧をどう

いうふうにやっていくか。図面などの情報を用いて、開けていくバルブの順番等、復旧の

手順を確認するということを机上訓練でやっている様子でございます。 

 最後のスライド 19 をご覧いただきたいと思います。以上、対応をいろいろとってまいり

ましたが、まだ宿題が残っていると思っております。先ほどご説明差し上げましたように

課題の③と④について、首都直下地震の地震動、波形ですね、これがまだ公表されており

ません。公表され次第、③と④について分析・解析をするということを考えております。

以上でございます。 

○大本ガス安全室長  それでは、また資料 4-1 をご覧いただければと思います。今し方

冨田委員からご説明がありました内容ですが、２．のフォローアップ状況ということで、

（1）耐性評価のハード面が１ページ目から２ページ目にかけて、それから（2）が耐性評

価のソフト面、（3）が復旧対策を整理した内容でございます。３．の今後の予定につきま

しては、先ほど課題③番目と④番目があるということで、内閣府からの波形データが公表
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され次第、検討を行うということにしてございます。これについては、まだ内閣府のデー

タの公表時期は分からないところでございますが、得られ次第検討して、また当小委員会

にてご報告するとともに、その際に例えば自治体の新たなデータの有無も含めて、さらな

るフォローアップの報告事項があれば報告させていただければと思っております。以上で

ございます。 

○豊田委員長  どうもありがとうございました。中間報告書においてご指摘のありまし

た９つの課題に関して、取り組み状況と今後残っている課題に関してご指摘いただきまし

た。今のご報告に対しまして何かご意見ございますでしょうか。青木委員どうぞ。 

○青木委員 スライドＰ18 に関してですが、社会的重要度の高い施設を訓練などで定期的

に確認して、復旧迅速化の対策を検討しているとありますが、東日本大震災で確認されま

した災害に強く、災害復旧が、都市ガスが敷設された導管の復旧よりも早いＬＰガスを、

病院とか避難所になる公共施設にバルク供給などで常時供給する方策を、日本ガス協会と

しても考えてはいかがでしょうか。というのは、大手ガス会社さんにはＬＰガスの子会社

さんもあることですから、それを考えてやられたら、さらに大災害、特に首都圏で起きた

場合の復旧に、この導管が復旧される間にでも、ＬＰガスで煮炊きをしてもらうというこ

とを考えてはいかがでしょうか、ということを申し述べたいと思います。以上です。 

○豊田委員長 どうもありがとうございました。冨田委員、何かご意見ありますでしょう

か。 

○冨田委員 ご意見、ありがとうございます。この小委員会、前回だったと思いますけれ

ども、臨時供給設備についての議論もございまして、ＬＰガスエアで希釈して都市ガスと

同じカロリーにして供給するという設備についても、事業者で持っているところもござい

ます。そういったものを活用しながら対応も考えているということでございます。ご理解

いただければと思います。 

○豊田委員長  要請するかどうかという話に関しては、今後ご検討いただければと思い

ます。早田委員。 

○早田委員  説明ありがとうございました。１点だけ確認させていただきたいのですけ

れども、10 ページ目でございます。先ほど液状化に対する対策ということで、冨田委員の

説明の中で、球形ガスホルダーの代表 19 基については、震度７のところを中止したという

ご説明と認識しております。液状化現象というのは、当然震度階が高いところほど起きや

すいというのは理解できるのですが、地盤によっては震度６のところでも発生する可能性
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があるのではないかと思っております。そこら辺の確認がどうなっているかだけ、教えて

いただければと思います。以上でございます。 

○豊田委員長  冨田委員。 

○冨田委員  ご指摘、ありがとうございます。今回報告差し上げたところでは、震度７

のところについて検討した、調査したということでございます。液状化がもっとしやすい

場所もひょっとしてあるかもしれないということについては、そういうこともあろうかと

思いますので、今後の宿題とさせていただければと思います。 

○豊田委員長  ちなみに電気設備のほうでは、どういう対応をされておりますか。 

○早田委員  私どもも同じような宿題をいただいておりまして、震度６以下のところで

も液状化のマップが公表されておりますので、そういう可能性が高いところについては、

一応チェックさせていただいているような状況でございます。 

○豊田委員長  それでは、水流委員。 

○水流委員  18 ページの課題の⑨ですけれども、優先的に復旧すべき社会的重要度の高

い施設と各事業者であらかじめ検討されたものは、その優先順位の高い施設に連絡が行く

のでしょうか。例えば病院等は特に連絡したほうがいいと思うのです。うちの施設はそう

いう対象になっているかどうかによっては、患者さんの食事であるとか、さまざまなもの

を備蓄しておくという備蓄計画がより正確になると思われます。昨年、ある病院で防災マ

ネジメントについて再計画してみて、３日間で復旧すると仮定したときと、５日間で復旧

すると仮定したときで、莫大な量の違いが出てくるのが食事でした。また、病院のエネル

ギーはせいぜい 24 時間ぐらいしかもたないため、特に緊急性の高い医療をやっている病院

では、何を優先して残し何を優先して落とすかという実行可能で戦略的な計画と準備をし

ておかないと危険ですので、その計画立案に必要とされるエネルギー管理情報を事前に提

供していただけると有用と思われます。 

 ボンベにつきましても、全面的に都市ガスに頼っている事業者の場合には、ボンベの管

理が比較的下手なところが多いと思われます。災害時に配給することになるガスボンベ等

について、それらの管理と使い方のマニュアル等を事前に提供しておくことも考えておか

ないといけないと感じますが、いかがでしょうか。 

○豊田委員長  冨田委員、お願いします。 

○冨田委員  ご指摘、ありがとうございます。各事業者全てを承知しているわけではご

ざいませんけれども、あなたのところは優先度が高いですよということを伝えてあるとこ
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ろもあるでしょうし、それまでは伝えていないところもあろうかと思います。 

 それから、３日で復旧するのか５日で復旧するのかということについては、被害をどの

くらい考えるかということについて必ずしも想定できないことなので、優先的には考えま

すけれども、何日で復旧しますというところまでは言い切れないのが、恐らく実態ではな

いかと思います。それから、臨時供給設備のボンベ管理については、お客様にそれをお任

せするということではなくて、事業者のほうで対応するというのが基本的な考え方でござ

います。 

○水流委員  優先される対象となっているかどうかを踏まえながら各患者さんへのエネ

ルギー供給のやり方を各病院で考えておかなければならないと思いますので、少なくとも

災害拠点になっている病院に対してだけは、連絡しておくことは必要かと思われます。 

○冨田委員  ありがとうございます。課題の⑨で申し上げているところは、あくまでも

都市ガスの復旧という話でございますので、それ以前にエネルギー供給をしておかなけれ

ばいけないという対応については、また別途対応しているということでご理解いただけれ

ばと思います。 

○豊田委員長 今の復旧に関しては、全面的に機能が復旧するのと、ガスそのものの供給

がその機能復旧に支障にならないかどうかということで。ただ、委員のご指摘があったよ

うに、ある程度いろいろな意味のシミュレーションをしておくことは非常に重要でもあり、

また今後そういう形のご検討もお願い申し上げたいと思います。実際にケーススタディー

をやってみないとなかなかわからない問題も多いかと思います。 

○水流委員  実際にある病院でシナリオ検討をやってみたときに、非常に難しいなと思

いました。幾つかのシナリオを作っておいて、病院のほうも備えなければいけないという

形になると思います。災害時にエネルギーとして使えるのが電気かガスかという観点から

も対応シナリオを考えておかないとなりません。経費的にかなり安くなるということもあ

って、エネルギーの方は結構ガスに依存している部分も大きいことがわかりました。災害

時にいろいろな課題が発生したときにどうするかというシナリオについて考える場合、病

院ではガスが非常に重要なエネルギーになっていると思われます。 

○豊田委員長  非常に重要なご指摘をいただきました。このＪＧＡ、ガス事業者だけが

こういう検討をしているのではなくて、重要な施設の相手にもこういうことができますよ

という情報を伝えて、向こう側も検討し、うまく機能復旧が早まるようにということ、そ

ういう形での調査票というようなものも重要ですというご指摘だと思います。今後よろし
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くご検討お願い申し上げたいと思います。それ以外どうでしょうか。立原委員。 

○立原委員 先ほどの指摘等に対して、私ども一つ提案できることがございます。災害に

関しては、エネルギー全体を含めてリスク管理、分散化しておくことが一番大切なことで

あって、そういう点では先ほど青木委員からもお話がありましたように、私どもは病院と

かに関しても、エネルギーの分散化という中で、ＬＰガスの設置をご提案申し上げさせて

いただいております。私どもＬＰガスに関しては、全国に 344 カ所中核となる充填所を設

置しまして、そこに災害があった場合にはヒト、モノを始め、国家備蓄も含めてＬＰガス

に関する情報を最優先にまとめながら、地域の中で防災に関する最優先施設を指定してお

りますので、そこに最優先にお届けする。そういうことを踏まえて、都市ガスエリアの中

で私どもＬＰガスの取り組みも一緒にあわせて併設していただければ、早い復旧の手助け

になるかなと思っております。そういう中で私どものＬＰガスもあわせてお考えいただけ

れば、リスク管理の一助になるかと思っております。以上、よろしくお願いいたします。 

○豊田委員長 どうもありがとうございました。いろいろなエネルギー源があるわけです

から、そういう意味合いでは非常に連携が重要な問題かと思います。それ以外よろしいで

しょうか。どうもありがとうございました。それでは中間報告に対する対応、まだ課題も

残っておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 次に４番目ですが、「ガス業界におけるサイバーセキュリティ対策」ということで、事務

局からご説明をお願いします。 

○大本ガス安全室長  資料５をご覧いただければと思います。ガス業界におけるサイバ

ーセキュリティ対策でございます。 

 １．で現状ということでございます。（1）ガイドライン策定等ということで、2005 年情

報セキュリティ政策会議決定ということで、「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る

行動計画」が定められておりますが、その中でガス業界では主要 10 社を構成員とする情報

収集・分析の枠組みを整備しております。また、日本ガス協会では、「セキュリティ対策ガ

イドライン」を平成 18 年に策定して、①から④の趣旨の内容で策定しております。 

 （2）の訓練の実施等ということで、内閣サイバーセキュリティセンター、これは※２の

ところでございますが、内閣官房で設置しております。そこが主催の分野横断的演習とい

うことで毎年 12 月に行ったり、毎年 10 月にガス分野での訓練を実施しております。その

得られた知見については共有しているところでございます。また②ですが、ガス協会が定

めたガイドラインに基づいて、10 社で社内規程を定めてセキュリティ対策を講じている。
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また、その他の事業者についても、それぞれの状況に応じたセキュリティ対策を講じてい

るということでございます。 

 ２ページ目でございますが、そのような取り組みを現在ガス業界が行っているところで

ございますが、今後も情報セキュリティ対策の維持・向上を図るために、演習訓練など、

またガイドラインの見直しを引き続き行っていく予定でございます。以上でございます。 

○豊田委員長 どうもありがとうございました。ガスだけに限らないのですが、今回ガス

協会におけるサイバーセキュリティ対策ということに関して、現状と今後の予定というこ

とでご報告いただきました。何かこれに関してご意見いただくことはございますでしょう

か。これも日々対策を講じなければならない重大な問題であるわけですが、この方向で進

めさせていただきたいと思いますが、ＪＧＡ関係で冨田委員、何かございますか。 

○冨田委員 ありがとうございます。エネルギー供給の一翼を担うガス業界でございます

ので、重要インフラだということについては非常に認識しております。サイバーセキュリ

ティについても非常に大事だということでございます。具体的にどういうことをやってい

るかということについては、今事務局の方からご説明いただいたとおりですが、昨今のニ

ュースを見ても、攻撃する側は日々進化しているということだろうと思います。したがっ

て、これだけやっているから大丈夫ということではなくて、不断の改善が不可欠と思って

おります。これからもサイバーセキュリティ活動における防止策、それから情報共有と検

知、そして確認という、いわばＰＤＣＡサイクルを確実に実施していくということを申し

上げたいと思います。 

○豊田委員長  どうもありがとうございました。これは国としても、また業界としても

ということになろうかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 よろしいでしょうか。それでは４番目の議題は終わらせていただきます。 

 それでは、本日予定しておりますその他ですが、参考資料１に関して、横島ガス市場整

備課長のほうからご説明いただくことにいたします。 

○横島ガス市場整備課長  ガス市場整備課です。参考資料１をご覧ください。 

 冒頭、三木審議官から紹介がありましたとおり、ガス事業法の改正を含む、電気事業法

等の一部を改正する等の法律が今月 17 日に国会で原案どおり成立しました。今月の 24 日

に公布されたところです。法律の内容については前回もご説明したとおりですが、本日は

この参考資料を３枚めくっていただいて、右上に「13」と書いてある 13 枚目のスライドを

紹介したいと思います。 
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 全面自由化などの改正は、公布の日すなわち今月の 24 日から２年６月以内の政令で定め

る日から施行されることになります。したがって、2017 年中には施行されることになりま

す。また、法的分離については 2022 年４月１日に施行されると法律に規定されています。

また、法律の附則に検証規定と責務規定というのがあります。下にオレンジで囲ったとこ

ろですが、附則の第 75 条１項において、施行後の状況について検証するということが書い

てあります。それから、我々は検証するまでもなくという趣旨で受けとめておりますが、

同条の第２項において、ＬＮＧの調達と並んでガス工作物の保安の確保に支障が生じない

よう、政府は必要な施策を推進するものとすると規定されています。この規定の趣旨に沿

ってこれから準備をしていきます。 

 保安については、こちらで審議が行われるという紹介があったところですが、保安以外

にも、例えば料金の経過措置の対象事業者をどのように指定するか、あるいは導管を借り

る場合の託送約款や、基地を第三者が利用する場合の約款の内容について、どのような内

容にするか。託送約款については、保安の業務をどの事業者が小売しているかにかかわら

ず、導管事業者が行う部分があります。それに関連する費用は託送料金として導管事業が

回収しなければなりません。そうした算定方法についても定めていく必要があります。こ

れらについては、ガスシステム改革小委員会で今後検討する予定です。以上です。 

○豊田委員長  どうもありがとうございました。先日の法律の改正、概要に関して、特

にガス事業に関してのご説明をいただきました。このように施行日がほぼ限度が決まって

おりますので、その結果として本日最初の話題ということになっております。どうもあり

がとうございました。 

 それでは、全体を通じて本日の議論の中で何かご意見賜ることはございますでしょうか。

よろしいでしょうか。それでは、本日、議題の１にありますように、施行に向けてより具

体的な保安のあり方ということでご検討賜ることになっております。今年度末を目処とし

て検討を進めるということですが、先ほどからも指摘があるように、施行に当たっての検

討する期間が必要だということもありまして、非常に相矛盾する条件の中ですが、倉渕先

生にはまとめについてご尽力を賜ることになります。ワーキングの委員の方々にもご検討

いただきまして、事務局とともに成案をつくっていただき、本委員会にご報告をいただい

て、議論していただきたく、よろしくお願いいたします。それでは審議官、何かございま

すか。 

○三木審議官  今豊田委員長にサマライズしていただいたとおりでございますけれども、
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冒頭のガスシステム改革に向けた準備、詳細制度設計が大事だというのは正にご指摘のと

おりでありますし、私どももそう思っております。決めなければいけないこともたくさん

あります。また、関係者の方がたくさんいらっしゃいますので、あらかじめ準備をいただ

くことも重要でございますので、スピードアップして検討してまいりたいと思いますし、

資源エネルギー庁ともよく連携してまいりたいと思っております。どうかよろしくお願い

いたします。 

○豊田委員長 どうもありがとうございました。その他事務局からございますか。 

○大本ガス安全室長  先ほど資料３で３ページ目が不足していたのですけれども、委員

の方にはお手元に資料を配付させていただきました。先ほど申し上げました液石小委員会

の「さらに」の後の文章、基本的には同じ内容でございますけれども、お詫び申し上げま

す。傍聴の方につきましては、ホームページの方で反映したものをアップさせていただき

ますので、よろしくお願いできればと思います。また、本日の議事要旨につきましては、

事務局で作成しホームページ上で公開したいと思います。議事録につきましては、委員の

皆様にご確認いただいた後に公開することを予定しております。事務局より確認のご連絡

をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○豊田委員長  どうもありがとうございました。それでは、予定よりも少し早いのです

が、これで委員会を終了とさせていただきます。これからワーキングの皆様にとっては、

また暑い夏が始まります。よろしくご検討をお願いして、皆様方の今度とものご尽力をお

願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。 

 

――了――  


